
























仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和７年 １月改訂（平成２３年１月制定）

広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

 

１ 本特記仕様書は、平和記念公園固形状一般廃棄物収集その他業務（以下「業務」という。）に適用す

る。  

 

２ 業務場所 

別紙位置図のとおりとする。 

 

３ 業務内容 

⑴ 公園内の収集は、園内に集積してある固形状廃棄物を定められた回数収集し、分別・破砕・圧縮

などを行い、可燃物及び不燃物を発注者と協議のうえ、それぞれ適切な施設へ搬入すること。 

⑵ 収集業務は、委託期間中次に掲げる日を除いて、毎日行なうこと。 

ア 日曜日（４月６日、４月１３日、３月２２日、３月２９日を除く） 

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日（５月３日から５日までを除く） 

ウ １月２日、１月３日 

⑶ 平和記念資料館東館北側の「ゴミ集積場３」については、花見時期等の４月１日から５月５日ま

で及び３月２２日から３１日までを除き、原則として収集を行わないものとする。 

  

４ 報告事項 

⑴ 受注者は、本業務に従事する現場責任者を契約後直ちに所定の様式により報告すること。 

  また、現場責任者に変更があった場合も同様とする。 

⑵ 受注者は、毎月の業務完了後、速やかに下記の書類を発注者に提出し、検査を受けるものとする。 

ア 業務実績報告書（所定の様式による） 

イ 数量内訳書（各集積場所、収集日ごとに廃棄物ごとの重量を一覧表にする。不燃物については

袋数と一袋当りの重さを記入する。） 

ウ 処分伝票の写し（発注者が求める場合は、原本を提示すること） 

エ 業務日報・写真（月一回以上各集積場ごとの作業前、作業後） 

 

５ 遵守事項 

作業中は、公園施設及び樹木に損傷を与えないように注意し、公園利用者、観光客等の安全に配慮し、

迷惑を与えないよう十分注意すること。 

 

６ 本特記仕様書に定めていない事項は、本市と協議のうえこれを定めるものとする。 

 

７ 施行回数の内訳は下表を見込んでいる。 

月 別 施 行 回 数  
合 計 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

 

27回 

 

 

27回 

 

 

25回 

 

 

26回 

 

 

25回 

 

 

24回 

 

 

26回 

 

 

23回 

 

 

27回 

 

 

23回 

 

 

22回 

 

 

27回 

 

 

302回 

 

    



【　位　置　図　】
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